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所有者不明土地と土地家屋調査士

香川県土地家屋調査士会

土地家屋調査士 久保利司
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本講義の内容

Ⅰ所有者不明土地の実情と問題点

Ⅱ所有者不明土地問題への対策

Ⅲ所有者不明土地と土地家屋調査士の業務

Ⅳ所有者不明土地問題に関する最近の動き



所有者不明土地と土地家屋調査士の業務
ー使命 （はじめに）

土地家屋調査士法 第１条

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記
及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家と
して、不動産に関する権利の明確化に寄与し、も
って国民生活の安定と向上に資することを使命と
する。
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所有者不明土地とは？ Ⅰ-（１）

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」

（平成３０年法律第４９号）

第一条（目的） この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所
有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地
の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の
効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣によ
る基本方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事
業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に
関する土地収用法の特例、土地の所有者等に関する情報の
利用及び提供その他の特別の措置を講じ、もって国土の適
正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする。
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所有者不明土地とは？ Ⅰ-（２）

第二条（本文） この法律において「所有者不明土地」とは、

相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める
方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を
確知することができない一筆の土地をいう。



所有者の探索
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所有者不明土地の実情と問題点 Ⅰ-（3）
～所有者不明土地問題研究会報告（平成３０年１月）～

・ 所有者不明土地の増加防止に係る新たな取り組みが進ま
ない場合、所有者不明土地は着実に増加。現在の所有者
不明土地の探索が行われないとすると、２０４０年には約７
２０万haに相当すると予測される。（北海道本島の土地面
積：約７８０万ha）

・ ２０１６年時点で存在している所有者不明土地面積：約４１
０万ha
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所有者不明土地の実情と問題点 Ⅰ-（４）
～所有者不明土地問題研究会報告（平成３０年１月）～

「将来推測：所有者不明土地による経済的損失額について」

算出可能な損失額を試算した結果、２０１６年単年で約１８
００億円、２０４０年までの所有者不明土地面積の増加等を
考慮すると、単年での損失は約３１００億円に上り、累計では
約６兆円に相当する。



Ⅰ所有者不明土地の実情と問題点 Ⅰ-（5）
～所有者不明土地問題研究会報告（平成３０年１月）～

「所有者不明土地問題の解決に向けて今後必要となる施策
に関する提言」

・所有者不明土地を円滑に利活用又は、適切に管理できる社
会の構築

・所有者不明土地を増加させない社会の構築

・全ての土地について真の所有者が分かる社会の構築
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所有者不明土地問題への対策 Ⅱ-（１）

・政府は平成２９年の「骨太の方針２０１７」の社会資本整備の中

で「所有者を特定することが困難な土地や十分に活用されていな

い土地・空き家等の有効活用」を明言し、対策に乗り出した。

・令和元年の「骨太の方針２０１９」の社会資本整備の中では、「

空き家等の流通・利活用に向け、地方自治体・不動産団体等の

先進的取組や活用・除却への支援、情報の充実等を促進するととも

に、所有者不明土地等の解消や有効活用に向け、基本方針等に基づ

き、新しい法制度の円滑な施行を図るとともに、土地の適切な利

用・管理の確保や地籍調査を円滑かつ迅速に進めるための措置、

所有者不明土地の発生を予防するための仕組み、所有者不明土地

を円滑かつ適正に利用するための仕組み等について２０２０年まで

に必要な制度改正の実現を目指す」と明言している。
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所有者不明土地問題への対策 Ⅱ-（２）

・ 平成３０年１１月１５日、「所有者不明土地の利用の円滑

化等に関する特別措置法」が施行。

・ 令和元年５月１７日、変則型登記（※）の解消・所有者等

探索委員制度の創設を趣旨とする「表題部所有者不明

土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が成立。

→「所有者等探索委員」として土地家屋調査士が活躍

することとなる。
※変則型登記とは、旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の
変則的な記載が、昭和３５年以降の土地台帳と不動産登記簿との一元化
作業後も引き継がれたことにより、不動産登記の表題部所有者欄の氏
名・住所が正常に記録されていない登記。
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所有者不明土地問題への対策 Ⅱ-（３）

「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する
法律」

第一条（目的）

この法律は、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正
化を図るため、登記官による表題部所有者不明土地の所有
者等の探索及び当該探索の結果に基づく表題部所有者の
登記並びに所有者等特定不能土地及び特定社団等帰属土
地の管理に関する措置を講ずることにより、表題部所有者不
明土地に係る権利関係の明確化及びその適正な利用を促進
し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄
与することを目的とする。
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所有者不明土地問題への対策 Ⅱ-（４）

「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する
法律」

第二条（定義）

この法律において「表題部所有者不明土地」とは、所有権（そ
の共有持分を含む。次項において同じ。）の登記がない一筆
の土地のうち、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の
全部又は一部が登記されていないもの（国、地方公共団体そ
の他法務省令で定める者が所有していることが登記記録上
明らかであるものを除く。）をいう。
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所有者不明土地問題への対策 Ⅱ-（５）
～表題部所有者不明土地の登記の形態～

①表題部所有者欄に氏名のみ（住所の記載がない）の記載がある土地

② 〃 大字又は字の記載がある土地

③ 〃 A外○○名 〃
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所有者不明土地と土地家屋調査士の業務
表題部所有者不明土地に係る探索委員の業
務 Ⅲ-（１）

①対象土地の位置の特定

・現況がわかる画像の提出（現地踏査が不能な場合において

は空中写真を利用したものでも可）

②表題部所有者特定のための調査

・近隣住民、地元自治会等の聞き取り（対象土地が個人名の

場合）

・上記関係者の外、地方公共団体等の聞き取り（対象土地が

大字○○、○○組等の場合）

③調査報告書の提出

・上記①の資料と共に②の内容を記載した調査報告書を提出
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所有者不明土地と土地家屋調査士の業務
探索結果に基づく登記記録への反映につい
て Ⅲ-（２）

「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する
法律」

第十四条（所有者等の特定）

登記官は、前二節の規定による探索（次節において「所有者
等の探索」という。）により得られた情報の内容その他の事情
を総合的に考慮して、当該探索に係る表題部所有者不明土
地が第一号から第三号までのいずれに該当するかの判断
（省略）をするとともに第四号に掲げる場合には、その事由が
同号イ又はロのいずれに該当するかの判断をするものとする。
この場合において、当該表題部所有者不明土地が数人の共
有に属し、かつ、その共有持分の特定をすることができるとき
は、当該共有持分についても特定をするものとする。



所有者不明土地と土地家屋調査士の業務

筆界特定の手続き Ⅲ-（３）
土地家屋調査士法 第３条（業務）

①-四
筆界特定の手続きについての代理。

①-五
筆界特定の手続きについて法務局又は地方法
務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記
録の作成。
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所有者不明土地と土地家屋調査士の業務
筆界特定制度導入の観点 Ⅲ-（４）

1. 隣人を訴える必要がなく、迅速に公の判断が
得られる。

2. 証拠収集の負担が軽減される。
3. 外部専門家が関与する。
4. 当事者の意見を聴く機会が与えられるという
手続き的な保証が与えられる。

5. 筆界をめぐる紛争の予防と早期解決を図る。



所有者不明土地と土地家屋調査士の業務
筆界特定制度の概要 Ⅲ-（５）

筆界特定登記官が、土地の所有権登記名義
人等の申請に基づき、筆界調査委員（土地家
屋調査士等）の意見を踏まえ、一定の手続を
経て、現地における筆界の位置について判断
する制度である。



所有者不明土地と土地家屋調査士の業務
筆界特定制度の特徴 Ⅲ-（６）

登記官と申請人との問答形式
当事者対立構造ではない。隣人を訴えるのでな
い。

専門家の関与
筆界について鑑定能力を有する専門家の関与

職権主義的運営
法務局職員が職権で証拠収集する。

行政処分性の否定
筆界を改めて引き直すということはできない。



所有者不明土地と土地家屋調査士の業務
筆界特定制度の特徴 Ⅲ-（７）

裁判によるまでもなく、行政レベルで筆界につい
て適正な判断を迅速に示す。

一方の当事者の同意がない場合であっても、筆
界について公的な認定判断を示すことができる。

筆界確定訴訟のように法的に筆界を確定する効
力はない。

筆界特定登記官が認定した筆界は、相応の証拠
価値を有する。裁判においてこれと異なる判断を
得ることは、事実上難しくなると思われる。



所有者不明土地と土地家屋調査士の業務
筆界特定の法的効果 Ⅲ-（８）

筆界特定は、 筆界特定登記官が筆界調査委員
の意見を参考に行う公的な認識判断である。

その性質は、 過去に創設された筆界が現地の
どこにあるかについての筆界特定登記官の認識
を公的に表明する行為にとどまる。

筆界特定には、 筆界を法的に確定して争いを
遮断する効力はない。



所有者不明土地と土地家屋調査士の業務
登記実務者からみた筆界特定制度 Ⅲ-（９）

原則として、隣接者の立会協力がなければ、
登記（分筆、地積更正、地図訂正）ができな
かった。

立会拒否、住所不明、行方不明でも登記への
対応が可能となった。
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所有者不明土地問題に関する最近の動き
所有者等特定不能土地の管理 Ⅳ-（１）

「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する
法律」

第十九条 （特定不能土地等管理命令）

裁判所は、所有者等特定不能土地について、必要があるとき
は、利害関係人の申立てにより、その申立てに係る所有者等
特定不能土地を対象として、特定不能土地管理者（次条第一
項に規定する特定不能土地管理者をいう。第五項において
同じ。）による管理を命ずる処分（以下「特定不能土地等管理
命令」という。）をすることができる。
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所有者不明土地問題に関する最近の動き
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法
制の見直し Ⅳ-（２）

（１）所有者不明土地の発生予防

①相続登記の義務化及び登記手続きの簡素化
相続登記や住所氏名変更登記の申請を法律上義務付けるとともに、

登記手続きの簡素化や登記官による職権的な住所情報等の更新など

国民の負担軽減をパッケージで導入（不動産登記法の一部改正 令和

３年４月２８日公布）

②管理できない土地は国庫に納付可能に
土地の利用ニーズの低下により、土地を手放したい人が増加。相続に

より土地を取得した人の負担が大きく、管理不全を招いている現状を

解消させるため、一定の要件の下で法務大臣の承認を受けて、その土

地を国庫に帰属させる制度を創設（相続等により取得した土地所有権

の国庫への帰属に関する法律 令和３年４月２８日公布）
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所有者不明土地問題に関する最近の動き
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法
制の見直し Ⅳ-（３）

（２）既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化

「民法等の一部を改正する法律」（令和３年４月２８日公布）

①所有者不明の土地に特化した管理制度を新設

②共有者の一部が不明でも、土地の利用・処分が可能に
人単位で財産全般を管理する、非効率な現行の不動産管理制度を

改め、個々の土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を

創設するほか、不明共有者が存在しても裁判所の関与の下で、共有

物の利用の円滑化を図る仕組みを整備



士業団体による取組 Ⅳ-（４）
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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国土交通省ＨＰ資料
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